
新学期が始まって１ヶ月がたちました。授業が本格的にスタートし、もうすぐ中間テストが行われます。１年

生にとっては中学校で初めてのテストであり、２・３年生も進級して初のテストとなります。自分の学習の成果

が現れるよう努力を重ねてほしいと思います。また、４月末から５月にかけて各学年ともに楽しい行事が行われ

ました。今月の岩中だよりでは各学年の行事を中心にお知らせします。

４月２５日（木）、２６日（金）の２日間の日程で、１年生

は山口県ふれあいパークでの自然教室に参加しました。「みん

なでスタート！『信じて頼れる仲間』への道！」のスローガ
チ ー ム

ンのもと、１年生全員が力を合わせてハイキングやAFPY（仲間作り）、勾玉作りなどの活動に前向きに取り

組みました。新しい仲間と交友を深め、有意義な２日間を過ごすことができました。

２年生は修学旅行のプレ学習として５月９日（木）に広島

研修を実施しました。スローガンを「楽学両道 ～感謝の気

持ちを行動に～」に決定し、自ら立てた研修計画をもとに班

で協力しながら楽しく広島の街をまわることができました。研修の途中で出会った外国人に我が町岩国を代表

する観光スポット「錦帯橋」を英語で積極的にPRする姿も見られました。
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毎年たくさんの生徒が活躍している各種大会ですが、今年度表彰の規定は以下のとおりです。

中体連、中文連主催の大会・コンクール

・市内大会での賞状は全て壇上で表彰する。 ・県大会より上位の大会は３位以上を壇上で表彰する。

中体連・中文連以外の主催大会・コンクール

・市内大会は１位相当のみ壇上で表彰する。 ・県大会より上位の大会は３位相当以上を壇上で表彰する。

上記以外の大会

・団体については紹介披露し、個人は学級で表彰する。

学校が作品をとりまとめた文化作品

・１位相当は壇上で表彰する。

道路交通法が改正され、令和５年４月１日から自転車に乗る全ての方のヘルメット着用が努力義務となりまし

た。交通法では、「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」「自転車の運転

者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなら

ない」「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児

に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」となっています。岩国中学校では先日もお伝えし

た通り、登下校及び帰宅後の自転車使用時のヘルメット着用を指導しています。自転車は気軽に利用できる、便

利で楽しい乗り物ですが、命を守るために、自転車に乗る際はヘルメットを着用してください。

３年生にとって待ちに待った修学旅行が５月８日（水）～

１０日（金）の２泊３日で行われました。初日は奈良で歴史的

建造物を見学しました。２日目は京都班別自主研修。２年生で

行った広島自主研修での経験を生かして意欲的に活動しまし

た。班で外国人観光客に話しかけ、錦帯橋をPRするというミッションにも積極的に取り組むことができまし

た。３日目は楽しみにしていたUSJを満喫しました。天候にも恵まれ、スローガン「気時愛楽大作戦」を達成

し、充実した３日間を過ごすことができました。


